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【抜粋版】 

事業者の皆様へ 
（～区分経理から消費税申告書の作成まで～） 

令和元年11月 国税庁 

（令和２年１月更新） 

令和元年10月１日から、消費税の軽減税率制度が実施されました。 

この資料では、制度実施後における消費税申告書の作成に当たって、事業

者の皆様にご留意いただきたい事項などをまとめていますので、ご参考とし

てください。 
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㈱△△ ○○店
TEL 03-XXXX-XXXX

20XX年11月02日 13:45

菓子 ＊ １点 2,160 2,160円
雑貨 １点 1,100 1,100円
---------------------------------

8%対象 2,160円
10%対象 1,100円
…

＊は軽減税率対象品目

区分経理（記帳） 年間取引の集計 申告書作成

区分記載請求書等に基づき、税率の異なる
ごとに区分して記帳します。

総勘定元帳 （交際費）

ＸＸ年
摘要 借方

月 日

11 ２ ㈱△△ 菓子 ※ 2,160
11 ２ ㈱△△ 雑貨 1,100

… … … …
※ 軽減税率対象品目 区分経理

レシートのイメージ

帳簿のイメージ

区分経理に基づき、年間の取引を集計します。

※ 勘定科目ごとの集計を行い、「課税取引金額計算表」等を作成してお

くと、消費税申告書の作成が容易となります。

集計した内容に基づき、確定申告書を作成し
ます。

○　課税取引金額計算表

2019.9.30以前(※2)

うち旧税率 うち軽減税率 うち標準税率
6.3%適用分 6.24%適用分 7.8%適用分

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
円 円 円 円 円 円

20,001,000 1,000 20,000,000 15,000,000 2,500,000 2,500,000

期首商品棚卸高 ② 500,000

仕 入 金 額 ③ 15,000,000 15,000,000 12,000,000 1,200,000 1,800,000

小　　計 ④ 15,500,000

期末商品棚卸高 ⑤ 600,000
差 引 原 価 ⑥ 14,900,000

⑦ 5,101,000
租 税 公 課 ⑧ 100,000 100,000
水 道 光 熱 費 ⑩ 100,000 100,000 75,000 25,000
接 待 交 際 費 ⑭ 300,000 200,000 100,000 50,000 20,000 30,000
給 与 賃 金 ⑳ 1,200,000 1,200,000
地 代 家 賃 ㉓ 500,000 200,000 300,000 225,000 75,000

計 ㉜ 2,200,000 1,700,000 500,000 350,000 20,000 130,000

㉝ 2,901,000

㉞ 17,200,000 15,500,000 12,350,000 1,220,000 1,930,000

差 引 金 額

③　＋　㉜

課税取引金額
(ＡーＢ)

2019.10.1以後(※2)

売
上
原
価

差 引 金 額

経

費

売 上 ( 収 入 ) 金 額
( 雑 収 入 を 含 む )

①

科　　　目 決算額
Ａのうち課税
取引にならな
いもの(※1)

○ 課税取引金額計算表

※ 作成した「課税取引金額計算表」等から申告書付表に

転記していけば、申告書の作成が可能です。

〇 軽減税率制度の下での消費税申告書の作成に当たっては、取引を税率の異なるごとに区分して記帳（区分経理）
した帳簿等に基づき消費税額を計算することとなりますので、区分経理を適切に行うことが重要です。

軽減税率制度実施後の消費税申告書作成までのイメージ

総勘定元帳 （交際費） ＸＸ年

摘要 借方 貸方

年間計

うち８％対象（旧税率）

うち８％対象（軽減）

うち10％対象

うち免税

うち非課税

うち不課税

総勘定元帳 （仕入れ） ＸＸ年

摘要 借方 貸方

年間計

うち８％対象（旧税率）

うち８％対象（軽減）

うち10％対象

うち免税

うち非課税

うち不課税

総勘定元帳 （売上げ） ＸＸ年

摘要 借方 貸方

年間計 20,000,000

うち８％対象（旧税率） 15,000,000

うち８％対象（軽減） 2,500,000

うち10％対象 2,500,000

うち免税 0

うち非課税 0

うち不課税 0

2

請求書（控）
20XX年11月18日

㈱□□商店 御中
牛肉 ＊ 540円
割り箸 2,200円

…
---------------------------------

合 計 43,600円
8%対象 21,600円
10%対象 22,000円

＊は軽減税率対象品目 ㈱○○商事

ＸＸ年
摘要 貸方

月 日
11 18 ㈱□□商店 食料品 ※ 21,600
11 18 ㈱□□商店 日用品 22,000

売上げ

仕入れ

交付した請求書等の控えを基に帳簿等に記帳します。

受領した請求書等を基に帳簿等に記帳します。

売 上

※は軽減税率対象品目

仕 入

※は軽減税率対象品目

※ 簡易課税制度を適用する事業者の方は、売上げについて、これまでの
事業区分ごとの区分に加え、税率ごとの区分が必要となります。

記載事項
（仕入税額控除の要件）

① 請求書発行者名
② 取引年月日 ③ 取引内容（注）

④ 対価の額 ⑤ 請求書受領者名

① 課税仕入れの相手方の氏名・名称
② 取引年月日 ③ 取引内容
④ 対価の額

請求書
20XX年11月11日

㈱○○商事 御中
牛肉 ＊ 270円
割り箸 1,100円

…
---------------------------------

合 計 21,800円
8%対象 10,800円
10%対象 11,000円

＊は軽減税率対象品目 ㈱△△

ＸＸ年
摘要 借方

月 日

11 11 ㈱△△ 食料品 ※ 10,800

11 11 ㈱△△ 日用品 11,000

【帳簿】 【請求書】

⑥ 軽減税率の対象品目である旨
⑦ 税率ごとに区分して合計した税込
対価の額

【追加事項】
⑤ 軽減税率の対象品目である旨

⑥・⑦の記載がない場合、自ら追記する
ことが可能です。

(注) 「③取引内容」の追記は認められま
せん。このため、例えば、領収証の但
書きが空欄の場合や「品代」と記載さ
れている場合は追記ができません。
→ 領収証等を交付・受領する場面に
おいて注意を払う必要があります。

○ 売上げは交付した請求書等の控えを、仕入れは受領した請求書等を基に区分経理をすることとなります。
○ 消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要です。

（注）帳簿の区分経理に必要なのは「軽減税率の対象品目である旨」ですので、必ずしも税率ごとに仕訳を区分しなくてもよいものの、
消費税申告書を作成する際には、税率ごとの集計が必要となることを見据え、日々の記帳から取引を税率ごとに区分しておくこと
が合理的です。

「軽減税率の対象
品目である旨」の
記載方法は、税率
区分欄を設けて
「８％」や「税率
コード」を記載す
るなども可能です。

区分経理
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総勘定元帳 （交際費） ＸＸ年

摘要 借方 貸方

年間計 20,000,000

うち８％対象（旧税率） 15,000,000

うち８％対象（軽減） 2,500,000

うち10％対象 2,500,000

うち免税 0

うち非課税 0

うち不課税 0

総勘定元帳 （仕入れ） ＸＸ年

摘要 借方 貸方

年間計 20,000,000

うち８％対象（旧税率） 15,000,000

うち８％対象（軽減） 2,500,000

うち10％対象 2,500,000

うち免税 0

うち非課税 0

うち不課税 0

総勘定元帳 （売上げ） ＸＸ年

摘要 借方 貸方

年間計 20,000,000

うち８％対象（旧税率） 15,000,000

うち８％対象（軽減） 2,500,000

うち10％対象 2,500,000

うち免税 0

うち非課税 0

うち不課税 0

○ 課税取引金額計算表
○　課税取引金額計算表

2019.9.30以前(※2)

うち旧税率 うち軽減税率 うち標準税率
6.3%適用分 6.24%適用分 7.8%適用分

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
円 円 円 円 円 円

20,001,000 1,000 20,000,000 15,000,000 2,500,000 2,500,000

期首商品棚卸高 ② 500,000

仕 入 金 額 ③ 15,000,000 15,000,000 12,000,000 1,200,000 1,800,000

小　　計 ④ 15,500,000

期末商品棚卸高 ⑤ 600,000
差 引 原 価 ⑥ 14,900,000

⑦ 5,101,000
租 税 公 課 ⑧ 100,000 100,000
水 道 光 熱 費 ⑩ 100,000 100,000 75,000 25,000
接 待 交 際 費 ⑭ 300,000 200,000 100,000 50,000 20,000 30,000
給 与 賃 金 ⑳ 1,200,000 1,200,000
地 代 家 賃 ㉓ 500,000 200,000 300,000 225,000 75,000

計 ㉜ 2,200,000 1,700,000 500,000 350,000 20,000 130,000

㉝ 2,901,000

㉞ 17,200,000 15,500,000 12,350,000 1,220,000 1,930,000

差 引 金 額

③　＋　㉜

課税取引金額
(ＡーＢ)

2019.10.1以後(※2)

売
上
原
価

差 引 金 額

経

費

売 上 ( 収 入 ) 金 額
( 雑 収 入 を 含 む )

①

科　　　目 決算額
Ａのうち課税
取引にならな
いもの(※1)

勘定科目ごと・税率ごとの集計 課税取引金額計算表

XX年課税期間における税率ごとの課税仕入れの合計額

XX年課税期間における税率ごとの課税売上げの合計額

〇 元帳の勘定科目ごと・税率ごとの取引の合計額から、税率ごとに区分した課税売上げ及び課税仕入れを集計する
必要があります。
（参考）国税庁ホームページには、個人事業者の方向けに、消費税申告書の作成に便利な「課税取引金額計算表」

を掲載していますので、ご活用ください（法人の事業者の方も活用できます。）。

〇 軽減税率制度に対応した会計ソフトを利用している場合でも、日々の取引を税率ごとに区分して入力しておく
ことが必要です。

勘定科目ごとにその年の合計額（年間計）のほか、上
記のとおり、
・旧税率８％
・軽 減８％
・１０％
・免税取引
・非課税取引
・不課税取引
ごとの合計額を記載しておくと、消費税申告書の作成が
容易となります。

軽減税率は、旧税率と同じ「８％」ですが、
・軽減税率８％（消費税率6.24％、地方消費税率1.76％）
・旧税率 ８％（消費税率6.3％ 、地方消費税率1.7％）
割合が異なるため区分しておくことが必要です。

区分経理された元帳を基に「課税取引金額計算表」を作成します。
⇒ 消費税申告書の作成のため、税率ごとに区分した課税売上げ及び課税仕入れを集計します。

年間取引の集計（課税取引金額計算表等の作成）

○　課税取引金額計算表

2019.9.30以前(※2)

うち旧税率 うち軽減税率 うち標準税率
6.3%適用分 6.24%適用分 7.8%適用分

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
円 円 円 円 円 円

20,001,000 1,000 20,000,000 15,000,000 2,500,000 2,500,000

期首商品棚卸高 ② 500,000

仕 入 金 額 ③ 15,000,000 15,000,000 12,000,000 1,200,000 1,800,000

小　　計 ④ 15,500,000

期末商品棚卸高 ⑤ 600,000
差 引 原 価 ⑥ 14,900,000

⑦ 5,101,000
租 税 公 課 ⑧ 100,000 100,000
水 道 光 熱 費 ⑩ 100,000 100,000 75,000 25,000
接 待 交 際 費 ⑭ 300,000 200,000 100,000 50,000 20,000 30,000
給 与 賃 金 ⑳ 1,200,000 1,200,000
地 代 家 賃 ㉓ 500,000 200,000 300,000 225,000 75,000

計 ㉜ 2,200,000 1,700,000 500,000 350,000 20,000 130,000

㉝ 2,901,000

㉞ 17,200,000 15,500,000 12,350,000 1,220,000 1,930,000

差 引 金 額

③　＋　㉜

課税取引金額
(ＡーＢ)

2019.10.1以後(※2)

売
上
原
価

差 引 金 額

経

費

売 上 ( 収 入 ) 金 額
( 雑 収 入 を 含 む )

①

科　　　目 決算額
Ａのうち課税
取引にならな
いもの(※1)

○ 作成した課税取引金額計算表等 ○ 申告書・付表へ転記

〇 課税取引金額計算表などで集計した内容を基にして、課税売上げと課税仕入れを適用税率ごとに消費税申告書
及び付表に転記して消費税額を計算します。
軽減税率制度実施後の申告書等の様式は、複数税率に対応した様式に変更されていますが、作成手順自体は、
これまでと大きく変わるものではありません。

課税売上げ

課税仕入れ

ここまでくれば申告書の完成はもうすぐです。
付表の作成から申告書作成までの具体的な記載につ
いては、国税庁ホームページ「消費税の軽減税率制度
に対応した経理・申告ガイド」をご参照ください。

申告書作成
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〇 消費税の納付税額は、売上税額から仕入税額を控除して算出（仕入税額のほうが大きい場合は還付）すること

とされており、その算出方法は軽減税率制度の実施後も変わりません。

〇 軽減税率制度の実施により、消費税率が軽減税率と標準税率の複数税率となったことから、売上げと仕入れを

税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。

〇 なお、軽減税率制度実施後の一定期間、売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者（注）

に対して、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられています。

（注）中小事業者とは、基準期間（法人：前々事業年度、個人：前々年）における課税売上高が5,000万円以下の事業者をいいます。

軽減税率制度実施後の税額計算

消費税の納付税額 ＝ 売上税額 － 仕入税額

売上税額 ＝
標準税率の対象
となる税込売上額

《消費税の納付税額の計算のイメージ》

＋× 10／110
軽減税率の対象
となる税込売上額

× 8／108

税額は税率ごとに計算する必要があります。

仕入税額 ＝
標準税率の対象
となる税込仕入額 ＋× 10／110

軽減税率の対象
となる税込仕入額

× 8／108

仕入税額のほうが大きい場合、消費税は還付されることとなります。

〇 売上げを税率ごとに区分することが困難な中小事業者（注）は、

・ 令和元年１０月１日から令和５年９月３０日までの期間において、

・ 売上げの一定割合（以下のいずれかの特例を選択）を軽減税率の対象売上げ※として、売上税額を計算する

ことができます。

（注）中小事業者とは、基準期間（法人：前々事業年度、個人：前々年）における課税売上高が5,000万円以下の事業者をいいます。

売上税額の計算の特例

通常の事業を行う連続する10営業日の

軽減税率対象品目の課税売上げ（税込み）

通常の事業を行う連続する１０営業日の

課税売上げ（税込み）

仕入れを税率ごとに管理できる
卸売業・小売業を営む中小事業者（注）

小売等軽減仕入割合

卸売業・小売業に係る軽減税率対象品目の

売上げにのみ要する課税仕入れ（税込み）

卸売業・小売業にのみ要する課税仕入れ（税込み）

（注）簡易課税制度を選択しない中小事業者に限ります。

卸売業・小売業を営む事業者の方は、仕
入れを税率ごとに管理できれば、売上税

額を計算することができます。

①の特例を適用する
事業者以外の中小事業者

軽減売上割合

通常の事業を行う連続する１０営業日の
売上げを税率ごとに管理できれば、売上
税額を計算することができます。

①・②の割合の計算が
困難な中小事業者

５０

１００

「主に軽減税率対象品目を
販売する中小事業者（注）」
が対象となります。

（注）適用対象期間中の課税売上げのうち、
軽減税率対象品目の販売の対価の額の占め
る割合がおおむね50％以上の事業者をいい

ます。

① ② ③

軽減税率の対象
となる税込売上額 ＝ 課税売上げ（税込み） × 以下のいずれかの割合

※
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●ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用
した個人取引による所得

（具体例） 
①衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得 

    ※ただし、生活に使用した資産の売却による所得は非課税（確定申告は不要） 

②自家用車などの貸付けによる所得 

③ベビーシッターや家庭教師などの副業による所得 

●ビットコインをはじめとする仮想通貨の売却等による所得

●競馬等のギャンブルから生じた所得 

※ 上記の所得を含め年末調整を受けた給与所得以外の所得が 20万円以下 
のサラリーマンの方は、確定申告は不要です。
  医療費控除やふるさと納税（寄附金控除）などの適用を受ける場合は、 
20 万円以下であっても確定申告が必要です。 

●副収入の申告漏れにご注意ください。
●スマートフォンで副収入（雑所得）の
申告ができるようになりました。
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● 確定申告書には、申告するご本人の「マイナンバーの記載」及

び「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要です。

 ※ ご自宅等から確定申告書をインターネット（e-Tax）で送信

する場合、本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です。 

● 確定申告書に、配偶者・扶養親族・事業専従者について記載す

る場合には、これらの方の「マイナンバーの記載」も必要です。 

 ※ これらの方の本人確認書類の提示又は写しの添付は不要です。 

● 本人確認書類とは、次の書類をいいます。 
 ① マイナンバーカード

又は 
 ② 次の「番号確認書類」と「身元確認書類」

番 号 確 認 書 類 身 元 確 認 書 類

《ご本人のマイナンバーを確認できる書類》 

● 通知カード 

● 住民票の写し又は住民票記載事項証明書

（マイナンバーの記載があるものに限ります。） 

などのうちいずれか１つ 

《記載したマイナンバーの持ち主であることを確認で

きる書類》 

● 運転免許証 ● 公的医療保険の被保険者証 

● パスポート ● 身体障害者手帳 

● 在留カード 

● お持ちの方は、税務署から送付される「確定申告のお

知らせ」はがき

などのうちいずれか１つ 

確定申告書には、 

①マイナンバーの記載 
②本人確認書類の提出等 
をお忘れなく！！！ 
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● 住宅ローン控除について、次の誤りにご注意ください。 
 ① 住宅取得等資金の贈与についての贈与税の非課税特例（贈与

特例）の適用を受けたにもかかわらず、その適用を受けた住宅
取得等資金の額を、住宅の取得価額等から差し引いて住宅ロー
ン控除額を計算しなかった。 

 ② 居住していた住宅について、譲渡特例の適用を受けたにもか
かわらず、住宅ローン控除を受けた。 

※ 上記①及び②について、詳しくは次ページを参照ください。 

● ふるさと納税について、ワンストップ特例を申請された方であ
っても、「医療費控除などの確定申告を行う場合」や「寄附先が５
団体を超える場合」は、全てのふるさと納税の申告が必要となり
ますのでご注意ください。 

● 予定納税額について、申告書への記載漏れにご注意ください。 
  予定納税額は、税務署から送付された「予定納税額の通知書」
に記載されています。 

● 次の添付書類の提出漏れにご注意ください。 
  住宅ローン控除を受ける場合の「売買契約書の写し」、「登記事
項証明書」や「年末残高証明書」など 

ご 注 意 く だ さ い ！！！ 
① 住宅ローン控除の誤り 
② ふるさと納税の申告漏れ 
③ 予定納税額の記載漏れ 
④ 添付書類の提出漏れ

11



● 個人が新居に住み始めた年分及びその前後２年分ず
つの計５年の間に、譲渡特例の適用を受ける場合（注）、
その新居について住宅ローン控除の適用を受けること
ができません。

② 住宅ローン控除と譲渡特例との重複適用

Ｘ－２年 Ｘ－１年 Ｘ年 Ｘ＋１年 Ｘ＋２年

いずれかの年で、居住していた住宅の譲渡の特例を受ける場合

入居した年

（注）「譲渡特例の適用を受ける場合」とは、①居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（軽減税率の特例）、
②居住用財産の譲渡所得の特別控除（3,000万円の特別控除）（被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除を除きま
す。）、③特定の居住用財産の買換え等の特例、④既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換
え等の特例、のいずれかの適用を受ける場合をいい、新居に住み始めた年分に住宅ローン控除の適用を受け、その翌年又は
翌々年中にその新居を売却して上記①～④の特例の適用を受ける場合を除きます。

新居に
住み始めた年分

いずれかの年分で、以前に居住していた住宅について譲渡特例の適用を受ける場合 住宅ローン控除は
適用できません！

① 住宅取得等資金の贈与についての贈与税の非課税
特例（贈与特例）の適用を受けた場合の住宅ローン
控除額の計算誤り

● 住宅ローン控除額は「住宅の取得価額等」と「住宅
ローンの年末残高」のいずれか低い方の金額に基づき
計算します。
● その際、住宅取得等資金について贈与特例の適用を
受けた場合（注）は、その適用を受けた受贈額を住宅の取
得価額等から差し引く必要があります。

×
○ 住

宅
ロ
ー
ン
の

年
末
残
高

住
宅
の
取
得
価
額
等

住宅ローン控除額
の計算の基礎にな
る金額

贈与特例の
適用を受けた
受贈額

（注）「贈与特例の適用を受けた場合」とは、①住宅取得等資金の贈与税の非課税、②住宅取得等資金の贈与を受けた

場合の相続時精算課税選択の特例の適用を受けた場合をいいます。
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令和元年台風第19号により被害を受けられた方へ
（土地等の評価の特例等（贈与税））

都県名 特定地域 都県名 特定地域 都県名 特定地域

岩手県
宮古市、釜石市、山田町、

久慈市
群馬県 富岡市、嬬恋村 神奈川県 川崎市、相模原市

宮城県 県内全域 埼玉県 県内全域 新潟県 阿賀町

福島県 県内全域 千葉県 県内全域 山梨県 上野原市

茨城県 県内全域

東京都

大田区、世田谷区、

八王子市、あきる野市、

日の出町、檜原村

長野県 県内全域

栃木県

宇都宮市、足利市、栃木市、

佐野市、鹿沼市、小山市、

那須烏山市、茂木町

静岡県
伊豆市、伊豆の国市、

函南町

【特定地域】

○ 平成31 年１月１日から令和元年12 月31 日までの間に

下表の「特定地域」内にある土地等※1を贈与により取得した

方は、令和２年２月26日（水）11時に国税庁ホームページ

で公開（予定）される「調整率」を確認した上で、その土地

等の評価額を計算してください。
※1 平成31年１月１日から令和元年10月９日までの間に取得した方は、令和

元年10月10日において所有していたものに限ります。

○ 平成31年１月１日から令和元年10月９日までの間に「特

定地域」内にある土地等※2を贈与により取得した方の贈与税

の申告書の提出期限は、令和２年８月11日まで延長されます。

※2 令和元年10月10日において所有していたものに限ります。

令和元年10月10日から令和元年12月31日までの間に取得した方の贈

与税の申告書の提出期限は、令和２年３月16日になります。

平成31 年１月１日から令和元年12 月31 日までの間に贈与により取得した「特定地域」内にある土地等の価額について

は、令和元年分の路線価及び評価倍率に「調整率」を乗じて計算することができます。

「調整率」を適用せずに「特定地域」内にある土地等を評価して申告書を提出した方のうち、申告税額よりも「調整率」を

適用して計算した税額の方が少なく、納め過ぎた税額の還付を受ける場合には、後日、「訂正申告」又は「更正の請求」をす

ることができます。

※ 「調整率」が1.00の場合には、路線価及び評価倍率に基づいて評価した価額と同額となります。

詳しくは、お近くの職員にお問い合わせください。
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令和２年１月 

  国 税 庁 

令和元年台風第19号に係る「特定非常災害の発生直後の価額」

（相続税・贈与税関係）を求めるための「調整率」の公開予定日について 

令和元年台風第 19号に係る「特定非常災害の発生直後の価額」を求め

るための「調整率」は、２月 26日（水）11時に公開することを予定して

いますのでお知らせいたします。 

公開初日から数日間は、アクセス集中により閲覧しにくい状態となる

ことがありますので、あらかじめご了承ください。 

なお、特定土地等の評価方法等については、別紙をご覧ください。 

（注） 特定土地等については、上記の公開後に「調整率」を確認した上で、その評

価額を計算し、贈与税の申告書を作成・提出してください。
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令和２年１月 

  国 税 庁 

令和元年台風第19号に係る特定土地等の評価方法等の概要 

 令和元年台風第19号により、被害を受けられた皆様に、心からお見舞い

申し上げます。 

 令和元年台風第19号に係る租税特別措置法第69条の６((特定土地等及

び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例))、同法第69条の７

((特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例))及

び同法第69条の８((相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例))に規

定する特定土地等の評価方法等の概要は、下記のとおりとなります。 

記 

１ 災害発生日前（令和元年10月９日以前）に取得した特定土地等 

 特定土地等の評価の特例の概要 

   次の①又は②に該当する土地等（土地又は土地の上に存する権利

をいいます。）で、特定地域（注）内にある土地等（特定土地等）の価

額は、その取得の時の時価によらず、「令和元年台風第19号の発生直

後の価額」によることができます。 

  ① 平成30年12月10日から令和元年10月９日までの間に相続等（相

続又は遺贈をいいます。）により取得した土地等 

  ② 平成31年１月１日から令和元年10月９日までの間に贈与により

取得した土地等 

（注） 「特定地域」とは、特定非常災害により被災者生活再建支援法第３条第

１項の規定の適用を受ける地域（同項の規定の適用がない場合には、その

特定非常災害により相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する

地域）をいい、次の地域が該当します（令和元年12月18日現在）。 

別紙
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≪特定地域≫ 

都県名 特定地域 都県名 特定地域 都県名 特定地域 

岩手県 

宮古市 
釜石市 
山田町 
久慈市 

群馬県 
富岡市 
嬬恋村 

神奈川県 
川崎市 
相模原市 

宮城県 県内全域 埼玉県 県内全域 新潟県 阿賀町 

福島県 県内全域 千葉県 県内全域 山梨県 上野原市 

茨城県 県内全域 

東京都 

大田区 
世田谷区 
八王子市 
あきる野市 
日の出町 
檜原村 

長野県 県内全域 

栃木県 

宇都宮市 
足利市 
栃木市 
佐野市 
鹿沼市 
小山市 
那須烏山市 
茂木町 

静岡県 
伊豆市 
伊豆の国市 
函南町 

 「令和元年台風第19号の発生直後の価額」の計算方法等 

   相続税及び贈与税の申告の便宜等の観点から、令和元年台風第19

号による地価下落を反映した「調整率」を特定地域内における一定の

地域ごとに定めることとしています。 

   「令和元年台風第19号の発生直後の価額」は、この「調整率」を令

和元年分の路線価等（路線価及び評価倍率をいいます。）に乗じて計

算することができます。 

イ 路線価地域の場合 

特定土地等が路線価地域にある場合の「令和元年台風第19号の

発生直後の価額」は、令和元年分の路線価（評価時点：平成31年１

月１日）に「調整率」を乗じて計算することができます。 

    【計算例】 

      令和元年分の路線価 ……… 100,000 円 

      調整率 ……………………… 0.80※

        （令和元年分の路線価）  （調整率）   

          100,000 円     × 0.80※ ＝ 80,000 円 

  ※ 計算例のための仮の数値です。 
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ロ 倍率地域の場合 

特定土地等が倍率地域にある場合の「令和元年台風第 19号の発

生直後の価額」は、令和元年分の評価倍率（評価時点：平成 31年

１月１日）に「調整率」を乗じて計算することができます。

    【計算例】 

      令和元年分の評価倍率……1.1 倍 

      調整率………0.80※

      （令和元年分の評価倍率）  （調整率）  

             1.1      ×   0.80※ ＝ 0.88 

※ 計算例のための仮の数値です。 

 申告期限について 

  イ 相続税 

相続人等のうちに租税特別措置法第69条の６の適用を受けるこ

とができる者がいる場合には、その相続人等の全員の申告期限が

令和２年８月 11日まで延長されます（注）。 

（注）１ 国税通則法第 11 条の規定に基づき申告期限が延長された方は、

令和２年８月 11 日とその延長された期限のいずれか遅い日が相続

税の申告期限となります。 

２  「更正の請求」の期間は、申告期限から５年間となります。 

  ロ 贈与税 

令和元年分の贈与税については、租税特別措置法第 69条の７の

適用を受けることができる場合には、申告期限が令和２年８月 11

日まで延長されます（注）。 

（注）１ 国税通則法第 11 条の規定に基づき申告期限が延長された方は、

令和２年８月 11 日とその延長された期限のいずれか遅い日が贈与

税の申告期限となります。 

２ 「更正の請求」の期間は、申告期限から６年間となります。 

２ 災害発生日以後（令和元年10月10日以後）に取得した土地等 

 土地等の計算方法 

   令和元年 10 月 10 日から同年 12 月 31 日までの間に相続等又は贈

与により取得した土地等のうち、特定地域内にある土地等の価額に

ついては、上記１に準じて計算することができます。 
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 申告期限について 

  イ 相続税 

    令和元年 10 月 10 日から同年 12 月 31 日までの間に相続等が開

始した相続税については、相続の開始があったことを知った日の

翌日から 10か月を経過する日が申告期限となります(注)。 

 （注）１ 国税通則法第 11 条の規定に基づき申告期限が延長された方は、そ

の延長された期限が相続税の申告期限となります。 

２ 「更正の請求」の期間は、申告期限から５年間となります。 

  ロ 贈与税 

    令和元年10月10日から同年12月31日までの間に贈与により財産

を取得した贈与税については、令和２年３月16日が申告期限とな

ります(注)。 

（注）１ 国税通則法第 11 条の規定に基づき申告期限が延長された方は、そ

の延長された期限が贈与税の申告期限となります。 

２ 「更正の請求」の期間は、申告期限から６年間となります。
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●令和元年分確定申告の受付期間 

所 得 税 等 令和２年２月 17 日(月) ～ 令和２年３月 16 日(月)

個人事業者の消費税 令和２年１月６日 (月 ) ～ 令和２年３月 31 日 (火 )

贈 与 税 令和２年２月３日 (月 ) ～ 令和２年３月 16 日 (月 )

 （注１）所得税等の還付申告書は、上記の期間前でも提出することができます。 
 （注２）税務署の閉庁日（土・日曜・祝日等）は、通常、相談・申告書の受付は行ってお

りません。一部の申告会場では、２月24日（月）と3月１日（日）に限り日曜日・
祝日等も相談・申告書の受付を行います。 

●令和元年分確定申告に係る納期限・振替日  

納 期 限 振 替 日 

所 得 税 等 令和２年３月 16 日（月） 令和２年４月 21 日（火）

個人事業者の消費税 令和２年３月 31 日（火） 令和２年４月 23 日（木）

贈 与 税 令和２年３月 16 日（月）

 （注１）納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。 
 （注２）振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。残高不足等で振

替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので、ご注
意ください。 

● 申告相談会場は原則、“2月17日”から開設し
ております。

● 署外会場を開設している場合、税務署での確
定申告の相談は行っておりません。
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